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高校生に対する効果的な 
情報モラル教材に関する研究 

 

稲葉 啓太 1 稲葉 緑 2 
 

概要：社会の IT 化が進み,子どもたちがスマホを 1 人 1 台持つことが当然となった今,子どもたちはインターネットの

利便性を享受する一方で,ネット上でのトラブルに巻き込まれる機会が多くなったと言える.特に被害が多いのは高校

生である.調査から,高等学校教育おいて,情報教育を行っているのにも関わらず被害が起きている背景には,心理的課

題があるのではないかとの推測に至った.また,高校生の心理的課題として,「自己リスクの楽観視」「低プライバシー意

識」「現実生活における孤独感及び対人ストレス」の３つがあることが明らかになった.これを踏まえ,本研究の目標を

高校生の心理的課題を考慮した情報モラル教材を提案することとし,本稿では教材要件を明らかにすることを目的と

した.また,本研究では,アクティブラーニングを補助できる教材を目指し,ゲーム形式の教材に着目した.教材の要件

は,A 新学習指導要領を考慮した要件,B 教育ゲームの要件,C 現場の教員の要望要件,D 高校生の心理的課題の改善要件,
の観点から検討を行った.最後に,今後の教材を作成するにあたり,列挙した教材要件を考慮して,既存のゲーム形式の

教材から参照とするものを選んだ. 
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A Study on Effective Information Moral Materials  
for High School Students 

 

KEITA INABA1 MIDORI INABA2 
 

Abstract: As the use of information technology in society advances, it is now natural for each child to have a smartphone, and 
while children enjoy the convenience of the Internet, they have more opportunities to get into trouble on the Internet. High school 
students are especially vulnerable. In this study, we hypothesize that psychological problems may be the background of the 
victimization in spite of the information education in high schools. The three psychological problems of high school students are 
"optimistic view of self-risk," "low privacy awareness," and "loneliness and interpersonal stress in real life. The aim of this study 
is to propose a teaching material for information morality that considers the psychological problems of high school students. We 
focused on the game type materials to support active learning. The requirements of the teaching materials were investigated from 
the following points: A. Requirements for the new curriculum guidelines, B. Requirements for educational games, C. 
Requirements for teachers' requests, and D. Requirements for improvement of the psychological problems of high school 
students. Finally, we selected some of the existing educational materials based on the requirements for the future educational 
materials in consideration of the enumerated requirements. 
 
Keywords: Education, Informatics, Internet, Trouble on the Internet, High school students, Serious game materials 

 
 

1. はじめに 

1.1 子どもたちの実態 
高校生に対する情報セキュリティ教育は重要である.な

ぜなら,子どもたちはインターネットの利便性を享受する

一方で,多くの危険に晒されているからである.例えば,小中

高生のインターネット利用率は年々増え,平成 30 年度には

全体の 93.2%に上る[1].高校生に絞れば,全体の 99.0%がイ

ンターネットを利用している.高校生のインターネット利 
用端末のうち,最も多く利用されているのはスマートフォ

ンで,高校生全体の 93.4％に上る.タブレットやデスクトッ

プ型 PC と併用していることも少なくない .しかし一方

で,SNS 等に起因する事犯の被害児童数は年々増加傾向に 
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あり,平成 30 年には 1811 件に上った[2].中でも,高校生の被

害は最も多く,被害児童全体の 54.7%にあたる. 
このように高校生の被害が多いことの背景には,高校生

が成長における自立の過程にあることが挙げられる.高校

生は,世の中の様々な物事に興味をもつ多感な時期であり,
知識欲のためにインターネット上でリスク行動をしやすい.
また,保護者の干渉を嫌う時期であり,フィルタリングを必

要としない社会人への準備段階にあたる.具体的には,フィ

ルタリングの利用率は小学生で 53.3%,中学生で 51.8%なの

に対して,高校生は,32.0%と大きく減る時期である[3].ここ

から,インターネット上でトラブルに遭ったことの経験も

少ないと考えられる. 
さらに,例えフィルタリングを使用していても,高校生の

被害を防ぐことは難しい.その理由として,以下の２つの問

題がある.第一に,高校生の 10％がフィルタリングに対して

「使いたいサイトやアプリを使えなくする邪魔なもの」と
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して捉えていることである [3].フィルタリングの対象は曖

昧な部分があり,健全なサイトもブロックされる.高校生は

これを回避するために,海外サーバを経由するアプリを利

用したり,公共 Wi-Fi を利用したりする.検索すればこれら

の方法は簡単に出てきてしまうのが現状である. 
第二に,高校生はフィルタリングの有無に関わらず,セキュ

リティ上のリスク行動をすることである[4].青山ら[4]は,フ
ィルタリングの有無に関わらず,子どもたち自身が自分の

日常生活に悪影響が出ない使い方や,利用時間について考

え,上手に付き合うことを促す取り組みが必要であるとし

ている. 
上記の理由から,高校生はフィルタリングなどの保護者

の庇護がなくとも,自ら危険を判断し,回避する力を身に付

けることが必要な時期であると言える.そのための情報教

育を行うことが重要であると考える. 
1.2 現在の高校教育  

このような高校生への情報教育の重要性から,高校教育

には情報教育が含まれている. 
政府や文部科学省の方針においても,情報教育が重視さ

れている.具体的には,『日本再興戦略』,『世界最先端 IT 国

家創造宣言』および『教育再生実行会議第七次提言』の各

種政府方針において,情報セキュリティ教育の重要性が指

摘されている[5].さらに,文部科学省が定めている各学校の

教育課程の基準となる新学習指導要領では,情報科におい

て共通必修科目「情報Ⅰ」が新設され,全ての生徒が情報セ

キュリティについて学習する機会が設けられたことからも,
情報教育が重視されていることがわかる. 

しかし,被害を十分に防ぐことができているとは言い難

い.被害生徒のうち,インターネット利用等に関して,「こま

めに指導を受けていた」又は「時々,指導を受けていた」と

答えた生徒は 52.6%に上る[1]. 
現在の高校教育では,各学校の実態や情報科を担当する

教員の裁量にもよるが,文部科学省が定めた学習指導要領

により「情報の科学」で４時間,「社会と情報」で５時間程

度を情報セキュリティについての指導にあてることができ

る.さらに,学校によっては,都道府県警察の生活安全部少年

課の指導員の方等に学校に来てもらい,長期休暇前に全校

集会でネット上の危険に対する注意喚起を行う場合もあ

る. 
これらの教育の効果を示す指標として,高校生のインタ

ーネットリテラシーを可視化する目的で総務省が全国の高

校 1 年生を対象に行っているテストである「ILAS テスト」

がある.2018 年のテスト結果では,全体の正答率は 69.8％で

あった.これに対し,川島ら[6]は,ILAS テストと同じ趣旨で

使用されている ILAS テストの抜粋版である「ILAS７」を

用いて大学 1 年生 169 名を対象にインターネットリテラシ

ーを調査した.結果としては,大学 1 年生の正答率は 94.7％
である.ここから,高等学校教育は,日常のインターネット利

用の経験とあわせて,生徒に情報セキュリティの知識を身

に付けさせることに一定の効果をあげていると推測される.
それにもかかわらず,被害生徒の 5 割が指導を受けていた

という現状から,現在の高校教育には,被害を防ぐにあたっ

て不十分な点があると考えた. 
1.3 着眼点 

本研究では,高校生が被害に遭うことを防ぐことに効果

的な情報セキュリティ教育を提案することを本研究のテー

マとした.特に,高校教育で高校生に情報セキュリティに関

する知識を習得させることができていると推測されるにも

関わらず,高校生が被害に遭う理由には,知識の有無とは別

の理由がある可能性に注目する. 

2. 先行研究 

高校生が被害に遭う理由について先行研究調査を行っ

たところ,高校生に情報セキュリティ上の心理的課題があ

ることがわかった.以下に,高校生の心理的課題についての

先行研究を紹介する. 
心理的課題についての先行研究 

木村ら[7]は,情報モラル教育が盛んに行われている一方

で,若年者による SNS 利用トラブルが後を絶たないことに

焦点を当て,SNS 利用リスクに関する知識と行動の不一致

の背景要因を探るため,高校生 500 名を対象にオンライン

アンケート調査と認知熟慮性テストを行った.結果として

は,『高校生は「自分は他者と比較してネット・SNS 利用

でトラブルに巻き込まれにくい」と認知する第三者知覚を

有しており,従来大学生や社会人において存在が示されて

いた自己リスクの楽観視を高校生も有していることが示さ

れた』とした. 
佐藤ら[8]は,近年,SNS 上での個人情報流出やプライバシ

ー侵害など,高校生のプライバシーに関する問題が多く発

生していることに着目した.高校生の情報プライバシーの

実態を明らかにすることを目的に,オンラインアンケート

調査を行った.高校生と他の世代の情報プライバシーを比

較した結果,高校生は他の世代よりも属性情報に対してプ

ライバシーを感じる程度が低いことを明らかにした. 
さらに青山ら[4]は,高校生のインターネット上でのコン

タクトリスク行動に関連する防御・リスク要因を特定する

ことを目的とし,高校生 200 名を対象にオンライン調査を

行った.調査の結果,心理的要因として,「学校での所属感が

低く,バーチャルな人間関係への高い親近感を持つ高校生

はインターネット上でのコンタクトリスクが高い」こと,
及び,「ネット上での出会い経験のある高校生は,将来に対

する希望が持てず,日々の生活で対人ストレスを多く感じ

ている傾向にある」ことを報告した. 

3. 研究の目的 

先行研究の調査を通して,高校生には情報セキュリティ

Vol.2020-CSEC-91 No.3
Vol.2020-SPT-40 No.3
Vol.2020-EIP-90 No.3

2020/11/25



情報処理学会研究報告 
IPSJ SIG Technical Report 

 

 

ⓒ2020 Information Processing Society of Japan 3 
 

上の心理的課題として,「現実生活における孤独感および対

人ストレス」「低プライバシー意識」「自己リスクの楽観視」

があることがわかった.ここから,これまでの高校教育では,
知識を習得させることは有効であったが,被害を引き起こ

している要因であるこれらの心理的課題を改善することは

有効ではなかったことが考えられる.また,情報セキュリテ

ィの知識を有していても被害に遭う高校生がいる点を踏ま

え,本研究では情報セキュリティ教育のうち,情報モラル教

育に,より重点を置くこととした. 
情報モラル教育とは,文部科学省[9]によると『「情報社会

で適正な活動を行うための基になる考え方と態度」を「情

報モラル」と定め,各教科の指導の中で身につけさせるこ

と』としている.また,具体的には,「他者への影響を考え,人
権,知的財産権など自他の権利を尊重し情報社会での行動

に責任をもつことや,危険回避など情報を正しく安全に利

用できること,コンピュータなどの情報機器の使用による

健康とのかかわりを理解することなどの内容」としている. 
以上より,「高校生の心理的課題を考慮した情報モラル教

材を提案する」ことを本研究の目的とした.具体的には,既
存の情報セキュリティ・情報モラルに関する教材,および,
高校生向けのゲーム教材を基に,高校生用の情報モラル教

材を作成し,評価する.本稿では,この教材を検討するにあた

って必要な教材要件について検討した結果を報告する.ま
た,様々な既存教材を調べ,その中から,本研究が参照とする

教材の選定について述べる. 
3.1 教材要件の検討 

教材要件は,様々な観点で検討することが重要である.今
回は,A．新学習指導要領を考慮した要件,B．教育ゲームの

要件,C．現場の教員の要望要件,D．高校生の心理的課題の

改善要件,を挙げることとした.それぞれの要件については

次に説明する. 
A．新学習指導要領に関する要件 
本研究で提案する情報モラル教材は,文科省の方針と新学

習指導要領によって推奨されているアクティブラーニング

を導入した授業の実施を支援するものとする. 
学習指導要領とは,日本全国のどの地域で教育を受けて

も,一定水準の教育を受けられるようにするため,文部科学

省が学校教育法等に基づき定めている,各学校で教育課程

（カリキュラム）を編成する際の基準である[10].教員は教

育活動の大局的な視点として,学習指導要領を意識した授

業作成・評価・改善をしていく必要がある.つまり,学習指

導要領は,教員にとって教育活動全体の指針となるもので

あり,授業改善の拠り所となるものである.高等学校教育で

は,2022 年から新学習指導要領が導入される. 
アクティブラーニングとは,学修者の能動的な学修への

参加を取り入れた教授・学習法の総称のことである[11].こ
れまでのような教師による一方的な授業ではなく,教師と

生徒による双方向性のある授業を行うことが求められる. 

ただし,免許外教科担任や他教科との兼任の教員のこと

を考慮する必要がある.免許外教科担任は,ある教科の教授

を担任するべき教員を採用できないと学校が認めるとき

に,1 年以内の期間を限り,その教科の免許状を有しない教

諭等が担任することを許可されるものである[12].免許外教

科担任の場合,大学の教職課程で専門的に情報科を学んだ

教員が教えることはない.現在の高校教育では,情報科を教

える全教員のうち,約 3 割の教員が免許外教科担任である.
さらに,約 5 割が他教科と兼任している [13].このような教

員に,教科の専門性が求められるアクティブラーニング形

式の授業は,ハードルが高いと考えられる. 
これらを踏まえて,以下の新学習指導要領に関する教材

要件を設定した. 
① 教材を利用した授業が 50 分間の授業時間内に収ま

ること. 
理由：１授業完結で使用ができる教材が望ましいため. 
② 教科書の指導範囲内であること 
理由：高等学校では,学校教育法附規則第 9 条における検定

教科書以外の教科書や教材の使用は自由であるが,すべて

の生徒にわかりやすく,学校の先生が使いやすい教材とす

るため. 
③ 全国の一般高校で使用が可能であること 
理由：対象の生徒像を一般高校に合わせることで,専門学校

等の他の高等学校でも使用できるため. 
④ 教科外担任や他教科と兼任の教員の情報科における

アクティブラーニングを補助できる教材であること 
理由：現在の高校の課題及び新学習指導要領で求められる

授業に対応するため. 
特に④のアクティブラーニングを補助する教材として,

本研究では,ゲーム形式の教材に着目した.理由としては,動
画視聴のような形式と違い,卓上ゲームをはじめとするデ

ィスカッション形式のゲーム形式の教材では,生徒の興味

関心を引き出すとともに,生徒同士のコミュニケーション

や教え合いを促し,アクティブラーニングにおいて求めら

れている教師と生徒の双方向性のある授業を比較的容易に

行うことができると考えたためである.さらに,ゲームを通

じた会話やグループ活動は,新学習指導要領下において生

徒に醸成することが求められている「人間関係形成能力」

を育成することにつながると考えたためである. 
B．教育ゲームに関する要件 
 A．のアクティブラーニングを補助する教材として選ん

だ教育ゲームについて,この要件を設定した.教育ゲームの

要件については,先行研究の評価指標である,Gunter ら[14]
の「RETAIN モデル」を参考に設定した. 
① ゲームが現実と近いこと 
② ゲームの内容が学習内容と関連していること 
③ 得られた知識を他でも応用が可能であること 
④ 得られた知識から新しい知識を得ることを促進する
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こと 
⑤ 参加者が積極的にゲームに参加できること 
⑥ 参加者同士の相互的な関係を構築できること 
⑦ 得られた知識が定着すること 
C．現場の教員の要望要件 

現場の教員の要望要件を挙げるため,実際の先生方に２

つの既存の教育ゲームをプレイしてもらい,その感想と意

見から現場の求める教材要件を出すこととした .具体的に

は,横浜市の現役の小学校教員２名に協力を依頼し,会田ら

[15]の「セキュリティすごろく」と JNSA「セキュリティ人

狼」[16]のゲームを 2 名でプレイし,これらのゲームを授業

で使用する場合の課題や評価できる点などを列挙してもら

った. 
 

 
図 1 現場教員による要望出し 

 
これらを踏まえ,現場の教員の要望要件として,以下を設

定した. 
① ルールが明確で誰でも参加しやすいこと 
理由：わかりやすく,全ての生徒が参加できるようにするた

め. 
② 生徒同士の人間関係によって勝ち負けが左右されな

いこと 
理由：いじめや喧嘩を予防するため. 
③ 生徒の興味・関心の引き出せるエンターテイメント

性があること 
理由：アクティブラーニングに必要な生徒の積極性を醸成

するため. 
④ 知識が身に付く,意識が変容する,または体験活動が

できるなど教育に役立つこと 
理由：ゲームをすること自体が目的にならないようにする

ため. 
⑤ 課題解決的な要素があること,生徒同士の人間関係

の形成に役立つこと 
理由：ゲームを通して他者と協働・協力できるようにする

ため.また,インプットした知識をアウトプットできる場を

つくるため. 

D. 高校生の心理的課題に関する要件 
高校生の心理的課題に関する要件について検討した.先

行研究の調査と通して明らかにした高校生の心理的課題の

1 つ目は「自己リスクの楽観視」であった.「自己リスクの

楽観視」については,教育ゲームによって高校生自身が自分

のネット利用のリスクを適切に把握できるようになること

が重要であると考え,自己リスクの楽観視を低減させるこ

とを要件とした. 
一方,2 つ目の高校生の心理的課題である「低プライバシ

ー意識」と 3 つ目の「現実生活における孤独感及び対人ス

トレス」は,青年発達上の課題であったり,学生一人一人の

人間関係全般に関連する問題であったりするため,授業と

いう時間的制約のある中で教育ゲームのみによって改善す

ることは難しいと考えた.そこで,心理的課題自体を直接的

に改善することを要件とするのではなく,心理的課題によ

って引き起こされるインターネット利用における被害につ

いて理解する,および,それを回避したり被害を緩和したり

する方法について考える機会を含めることを要件とした.
詳細は下に述べる. 

「低プライバシー意識」について佐藤ら[8]の調査では,
「高校生は他の世代よりも属性情報に対してプライバシー

を感じる程度が低いことが明らかとなった」としている.
この結果について,佐藤ら[8]は,高校生の特徴として,ネット

を他者とのコミュニケーション目的に利用する割合が多い

ことを指摘している.この指摘を踏まえると,高校生に属性

情報のプライバシー意識を高めることを促すことが妥当で

ある.しかし,ソーシャルメディアなどコミュニケーション

目的でインターネットを利用する場合,高校生が属性情報

を公開することは当然であり,教育ゲームによって直接的

にプライバシー意識を高めることは難しいと考えた.これ

を踏まえ,高校生のプライバシー意識自体を改善すること

は教育ゲームの要件とせず,「低プライバシー意識」によっ

て引き起こされるネットトラブル被害を回避する方法につ

いて考えさせる工夫があることを要件とした. 
「現実生活における孤独感および対人ストレス」は,現実

の人間関係によって生み出されるものである.長い学校生

活の中で築かれた生徒同士の複雑な人間関係は ,教育ゲー

ムによって根本的に改善することは難しいと考えられる.
そこで,教育ゲームでは,「低プライバシー意識」と同様に,
「現実生活における孤独感および対人ストレス」によって

引き起こされるネットトラブル被害を回避する方法につい

て考えさせる工夫があることを要件とした. 
最後に,心理的課題が問題になりやすい場面に関する教

育内容の要件について検討した.先の「1.1 子どもたちの実

態」で述べたように,高校生の被害は SNS に起因するもの

が最も多い[2].知識を有していても被害に遭う事例が多い

と推測され,これらの被害と高校生の心理的課題は密接に

関連していると考えられる.これを踏まえ,教育内容として
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SNS に関する内容を扱っていることを要件の一つとした.
以上の高校生の心理的課題の改善要件を以下にまとめる. 
① 自己リスクの楽観視を低減させること 
② 低プライバシー意識による被害を回避する方法につ

いて考えさせる工夫があること 
③ 孤独感・人間関係ストレスによる被害を回避する方

法について考えさせる工夫があること 
④ SNS に関する教育内容を扱っていること 
3.2 既存の高校生向けの教育用ゲーム 

新しく情報モラル教育ゲームを作成するにあたり,まず

既存の教育ゲームと先行研究の調査を行った.教育ゲーム

については,情報セキュリティ及び情報モラル教育ゲーム

以外に,現在高校で使用されていることを踏まえて,災害リ

スク教育ゲームや保険教育アクティビティにも焦点を当て,
計 15 個の教育ゲーム・アクティビティを調べた.入手でき

た既存の教育ゲームを前節で述べた要件に当てはめ,評価

した.結果,岩崎ら[18]の「セキュリティ事故体験ゲーム」と

矢守ら[17]の「クロスロード」が最も多くの要件を満たし

た.本稿ではこの 2 つのゲームを取りあげ,その内容等を紹

介し,高校生の情報モラル教育用のゲーム作成に向けての

考察を述べる. 
3.2.1 高校生向け情報セキュリティ教育ゲーム 
１） 岩崎ら「セキュリティ事故体験ゲーム」 

 

 
図 2 「セキュリティ事故体験ゲーム」 

 
岩崎ら[18]は,学校における情報モラル教育に有効な教材

を提供することを目指し,トレンドマイクロ社と共同で「セ

キュリティ事故体験ゲーム」を作成した.ゲームの内容とし

ては,教師の提示する複数枚の情報セキュリティトラブル

が書かれたスライドを基に,生徒がディスカッションをし

ながら,なぜそのようなトラブルが起きたのかを登場人物

の立場に立って考えるというものである.最終的に,生徒は

一連のトラブルの流れをシナリオとして発表し ,そのあと

で自分たちならどう予防・対応するかをワークシートに書

いて終える.岩崎らは沖縄県の高等学校 4 校を対象にこの

教材を使った実験を行っている.結果としては,「授業者や

場所に関係なく,情報モラル育成のための授業ができ,授業

の流れ（構成）と教材の絡みをセットとした本研究の検証

により,教材そのものの有用性は立証できた」としている. 
このゲームについて高く評価される点について考察す

る.このゲームでは,生徒にシナリオに登場する人物の立場

に立って考えさせる.これにより,トラブルの原因となった

行動や背景について考えさせる機会を与えていることがで

きている.「自己リスクの楽観視」には、心理学における「否

認」の現象が寄与している可能性がある.「否認」とは,受
け入れるには不快な物事が一般的に発生する可能性は理解

できても、自分に起こる可能性を一切認めない現象である

[19].この否認が発生すると、生徒はリスクについて深く考

えることを拒否すると予測される.「セキュリティ事故体験

ゲーム」では,まずシナリオの登場人物の行動のリスクにつ

いて考えさせてから、それを自分の行動に置き換える 2 段

階を取る。この方法には、自分のリスクについての考察を

妨げる否認の影響を抑制する効果があると考えた. 
しかし,高校生の心理的課題に関する問題の解消に対す

る効果については検討されていないため,改めて評価する

必要がある. 
3.2.2 情報セキュリティ以外の高校生向け教育ゲーム 
２） 矢守ら「クロスロード」 

 

 
図 3 「クロスロード」 

 
矢守ら[17]は,「大都市大震災軽減化プロジェクト」の一

環として,「クロスロード」を開発している.クロスロード

は阪神・淡路大震災で,災害対応にあたった神戸市職員への

インタビューをもとに作成されたカードゲーム形式の防災

教材である.ゲームの内容としては,プレイヤーは災害避難

所運営者となり,避難所運営において発生する様々なジレ

ンマの存在する状況において,YES/NO形式で対応を選択し,
その選択した理由について参加者同士で話し合いを行うと

いうものである.磯打ら[20]は,このクロスロードを用いて,
町田市市民部防災安全課の自主防災リーダー40 名を対象
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に,防災講習会を実施している.結果としては,「事後に実施

した参加者アンケートでは,全ての参加者が自主防災活動

に役立つと回答しており,一定の成果が得られた」としてい

る. 
「クロスロード」は,自分たちが避難所運営者の立場とな

ることで,当事者意識を持ちながら,リスクと別のリスクや,
リスクとベネフィットのトレードオフの関係について考え

る経験ができる点に優れていると考えた.また,クロスロー

ドは自分がどう行動するかについて他者の意見を聞きなが

ら自分の意見を決め,理由について考えを述べることに特

徴がある.これにより,関係者の各々にそれぞれの考えがあ

り,ジレンマのある状況において結論を出すという体験が

でき,いざ本当にそのような状況に陥ったときにどのよう

なリスクを考える必要があるのかについて理解することが

できるようになると考えた. 
ただし,「クロスロード」は災害リスク教育ゲームなので,

「D.高校生の心理的課題を改善する要件」の「④教育内容

として SNS に関する教育内容を扱っていること」を満たさ

なかった.また,高校生の心理的課題には焦点を当てていな

いため,今後,この要件を満たすように作成する必要がある. 
 

4. まとめ 

本研究では,高校生の心理的課題を考慮した情報モラル

教材を提案することを目的とした.教材提案までには教材

作成や評価が必要だが,本稿では,教材作成のための教材要

件に関する検討結果を報告した.新学習指導要領に関する

要件,教育ゲームの要件,現場の教員の要望要件,高校生の心

理的課題に関する要件の４つに分割して教材要件を示した.
また,既存のゲームを参照としてゲームを作成する予定で

あり,参照とする既存のゲームについて調査した. 
確認できた教育ゲームについて,先の教材要件を最も多く

満たしたのは,「情報セキュリティ事故体験ゲーム」と「ク

ロスロード」であった. 
今後は,これらの２つの教育ゲームをベースとしつつ,高

校生の心理的課題に焦点を当てた SNS 情報モラル教育ゲ

ームを作成し,評価する予定である. 
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